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選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第79号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第99条第２項の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１の数は次のと

おりである。 

  平成24年12月28日 

兵庫県選挙管理委員会     

                                                            委員長 武 田 丈 蔵  

  兵庫県瀬戸内海海区             2,459 

但馬海区                   291 
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